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区立幼稚園・
認定こども園（短時間）
3年度利用者を募集します

　区立幼稚園は、 4 ・ 5 歳児を対象に、幼児一人ひとりの個性に応じ
た教育を行います。
　区立認定こども園（短時間）は、保護者の就労の有無にかかわらず
園児を受け入れ、 3 ～ 5 歳児を対象に教育と保育を行います（給食あ
り）。
　いずれも通園区域はなく、どの園でも申し込みはできますが、同時
に複数の園に申し込むことはできません。詳細は入園案内をご覧くだ
さい。

問学校運営課学事係（☎5722－9304、Ｆ5722－9333）

申し込み方法　�11／25（水）・26（木）の14：30～16：30に、申込書と住
民票の写し（要続柄。本籍・マイナンバー不要）を持
って、入園を希望する園へ

入園の決定　�面接・健康診断後、決定（募集人数を超えた場合は抽
選）

入園案内・申込書の配布場所　
総合庁舎本館 5階学校運営課、地区サービス事務所
（東部地区を除く）、住区センター、目黒駅行政サ
ービス窓口、区立幼稚園・認定こども園（14：30以
降）で配布。ホームページ（右コード）から印刷可

　  区立幼稚園
募集園 ひがしやま幼稚園（東山 3 －24－ 2 、☎3791－4615）

保育時間 月～金曜日 8：50～14：00
入園資格 区内在住の 4歳～小学校就学前の幼児（保護者も区内在住）
募集人数 4 歳児35人、 5歳児若干名

　  区立認定こども園（短時間）

募集園 げっこうはらこども園（目黒本町 4 －15－ 3 、☎3716－3024） 
みどりがおかこども園（緑が丘 2 － 7 －20、☎3718－6622）

保育時間 月～金曜日 8：50～14：00
入園資格 区内在住の 3歳～小学校就学前の幼児（保護者も区内在住）
募集人数 3 歳児各15人、 4歳児各 9人、 5歳児各若干名

目黒区美術館コレクション展

L I F E コロナ禍を生きる
私たちの命と暮らし

　英語の「LIFE（ライフ）」という言葉には、「命」と「暮らし」とい
う意味があります。コロナ禍にある現在の私たちは、これまで以上
に、自分たちの命と暮らしについて、真剣に向き合い、思いを巡らせ
ているのではないでしょうか。
　本展では、「恐怖と不安、そして悲しみ」「愛しき日々」「それでも
私たちは今を生きる」「再び抱き合える日に」の 4 つのテーマで、当
館の所蔵作品を通し、コロナ禍を生きるLIFEについて考えます。

　10／ 1 付で、次のとおり決まりました（任期は 4 年）。
副区長
荒牧広志（新任。前目黒区企画経営部長）

10／24（土）
～11／29（日）

開館時間　�10：00～18：00（入館は17：30まで）
休館日　月曜日（11／23は開館し、翌日休館）
観覧料　�一般700円（550円）、高校生・大学生・65歳以上550円

（400円）、中学生以下無料
　　　　※（　）内は20人以上の団体料金
　　　　※�障害のあるかたと付き添い者 1人は無料

会場・問い合わせ
目黒区美術館
（目黒 2 － 4 －36　区民セン
ター内、☎3714－1201）

〈区民割引〉
�区内在住・在勤・在学が分か
るものを提示すると、団体料
金で入場できます（ほかの割
引と併用不可）

▶ 矢崎千代二「パリ風景」パステル・紙
木村悦雄・正子コレクション

インターネット上の人権侵害をなくそう

　インターネット上のひぼう・中傷が問題になっています。
　SNS（会員制交流サイト）では気軽に匿名で語り合える一方、中傷に悩む人も増
えています。人を傷つけるのではなく、互いを勇気づけるような使い方をして、誰も
が安心してインターネットを活用できる社会にしましょう。

問人権政策課人権・同和政策係（☎5722－9214、Ｆ5722－9469）

　総務省は、「＃No�Heart�No�SNS（ハートがなけりゃSNSじゃな
い！）」をスローガンに、SNS上のやり取りで悩むかたに向けた特設
サイト（右コード）を開設しています。

SNSを利用するときは もしも、自分がひぼう・中傷を受けたときは
うそやうわさ、悪口を書き込まない
　言葉は、使い方を間違えると、人
の心を深く傷つけ、時には命にかか
わるほどの深刻な事態になることが
あります。

 自分がひぼう・中傷を受けた場面を 
想像しよう
　人格否定や侮辱などの苦しみか
ら、日常生活に支障を来すほど意気
消沈するかもしれません。冷静に考
えましょう。

ブロックやミュートで距離を置こう
　SNSには、見たくない投稿を見な
いようにするための機能（ブロッ
ク、ミュート）があります。

自分でも削除依頼ができる
　傷つけてくる言葉に、我慢する必
要はありません。削除したい投稿の
URL（掲載された場所）などの証拠
を保存しておきましょう。SNSなど
の運営会社に投稿の削除を求めるこ
とができます。

�困ったら相談しよう さまざまな相談窓口があります。

インターネット違法・有害情報相談センター
（総務省支援事業）
　専門の相談員が、削除方法などアドバイスします。

厚生労働省まもろうよこころ
　悩みや不安を相談できる窓口を紹介しています。

自分を守る方法を 
覚えておきましょう

※感染症対策のため中止となる場合があります

副区長が決まりました

法務省インターネット人権相談
　削除依頼の方法をアドバイスするほか、SNS運営
会社に削除要請を行います。
※10／15の15：00～19：00はメンテナンスのため休止（予定）


